
学校給食法の一部を改正する法律案要綱 

 

一 経費の支弁及び負担 

 １ 学校給食に要する経費は、義務教育諸学校の設置者の支弁とすること。 

 ２ 国は、義務教育諸学校の設置者が支弁する学校給食費のうち、学校給食費

の額の標準となるべき額として政令で定める額を基礎として政令で定める

ところにより算定した額に相当する額を負担するものとし、当該設置者に

対し、国が負担する額を交付すること。 

 ３ 特別の事情があるときは、義務教育諸学校の設置者は、学校給食費の額か

ら２の政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額を限度とし

て、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者に負担させることができるこ

と。 

（新第１１条関係） 

 

 

二 経費の負担に関する特例 

  国立及び私立の義務教育諸学校における学校給食費は、当分の間、学校給食

を受ける児童又は生徒の保護者の負担とすること。この場合においては、一の

２及び３は、適用しないこと。 

（新第１３条関係） 

 

 

三 施行期日等 

 １ この法律は、令和７年４月１日から施行すること。 

（附則第１条関係） 

 ２ 政府は、この法律の趣旨を踏まえ、国立及び私立の義務教育諸学校の学校

給食費に関し、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽

減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとすること。 

（附則第５条関係） 

 ３ その他所要の規定を整備すること。 



 
 

 

一 

 
 

 

学
校
給
食
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
四
章 

経
費
の
支
弁
及
び
負
担
等
（
第
十
一
条―

第
十
四 

 

目
次
中
「
第
四
章 

雑
則
（
第
十
一
条―

第
十
四
条
）
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
五
条
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

条
） 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

」 
 
 
 
 

 

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
実
施
」
の
下
に
「
並
び
に
学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
の
支
弁
及
び
負
担

等
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
四
章 

経
費
の
支
弁
及
び
負
担
等 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
経
費
の
支
弁
及
び
負
担
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
の
実
施
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
に

要
す
る
経
費
並
び
に
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
に
要
す
る
経
費
」
に
、
「
負
担
」

を
「
支
弁
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

二 

２ 

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
が
支
弁
す
る
学
校
給
食
費
（
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
施
設

及
び
設
備
に
要
す
る
経
費
並
び
に
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
学
校
給
食
に
要
す

る
経
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
学
校
給
食
費
の
額
の
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
基
礎
と

し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
当
該
設
置
者
に
対
し
、
国
が
負

担
す
る
額
を
交
付
す
る
。 

 

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
は
、
学
校
給
食
費
の
額
か
ら
前
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
学
校
教
育
法
第
十
六
条

に
規
定
す
る
保
護
者
（
第
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

 
 

 

第
五
章 

雑
則 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
補
助
金
」
を
「
交
付
金
及
び
補
助
金
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
の
規



 
 

 

三 

定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
又
は
第
十
二
条
」
に
改
め
、
「
と
き
は
、
」
及
び
「
交
付
し
た
」
の
下
に
「
交
付
金
若
し
く
は
」
を

加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
補
助
金
」
を
「
交
付
金
又
は
補
助
金
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
補
助
金
の
交
付
を
受
け
、
」
を

「
交
付
金
又
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
経
費
の
負
担
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
三
条 

国
立
及
び
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
費
は
、
当
分
の
間
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生

徒
の
保
護
者
の
負
担
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
給
食
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
実
施
さ
れ
る
学
校
給
食
（
新
法



 

 
 

 

四 

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
実
施
さ
れ
た
学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

二 

義
務
教
育
諸
学
校
の
学
校
給
食
費 

 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
十
一
項
の
表
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
の
表
学
校
給

食
法
の
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
国
立
及
び
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
（
新
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

義
務
教
育
諸
学
校
を
い
う
。
）
の
学
校
給
食
費
（
新
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
費
を
い
う
。
）
に
関
し
、



 
 

 

五 

学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  
 





 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
費
に
関
し
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
図
る
た
め
、
学
校
給
食
費
に
つ
い
て
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
の
支
弁
と
し
、
こ
れ
に
係
る
国
の
負
担
等
に
つ
い
て
定
め

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。  

 
 





 
 

 

九 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
四
千
九
百
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 



 

一 

◎ 

学
校
給
食
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

○ 
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 第

一
章
～
第
三
章 
〔
略
〕 

第
四
章 

経
費
の
支
弁
及
び
負
担
等
（
第
十
一
条―

第
十
四
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
五
条
） 

附
則 

  

（
こ
の
法
律
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
学
校
給
食
が
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
健
全
な
発
達

に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
児
童
及
び
生
徒
の
食
に
関
す
る
正
し
い
理

解
と
適
切
な
判
断
力
を
養
う
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
学
校
給
食
及
び
学
校
給
食
を
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指
導
の
実
施

並
び
に
学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
の
支
弁
及
び
負
担
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
、
も
つ
て
学
校
給
食
の
普
及
充
実
及
び
学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

 
 

第
四
章 

経
費
の
支
弁
及
び
負
担
等 

  

（
経
費
の
支
弁
及
び
負
担
） 

目
次 第

一
章
～
第
三
章 

〔
略
〕 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
一
条―

第
十
四
条
） 

〔
新
設
〕 

附
則 

  

（
こ
の
法
律
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
学
校
給
食
が
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
健
全
な
発
達

に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
児
童
及
び
生
徒
の
食
に
関
す
る
正
し
い
理

解
と
適
切
な
判
断
力
を
養
う
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
学
校
給
食
及
び
学
校
給
食
を
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指
導
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
つ
て
学
校
給
食
の
普
及
充
実
及
び
学

校
に
お
け
る
食
育
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   
 

 

第
四
章 

雑
則 

  

（
経
費
の
負
担
） 



  

二 

第
十
一
条 

学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
の
支

弁
と
す
る
。 

 

２ 

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
が
支
弁
す
る
学

校
給
食
費
（
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
に
要
す
る
経
費
並

び
に
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の

学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
学
校
給
食
費

の
額
の
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
も
の
と

し
、
当
該
設
置
者
に
対
し
、
国
が
負
担
す
る
額
を
交
付
す
る
。 

３ 

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
は
、
学
校
給

食
費
の
額
か
ら
前
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除

し
て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
学
校

教
育
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
（
第
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
保
護

者
」
と
い
う
。
）
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
国
の
補
助
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

  

第
十
一
条 

学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
に
要
す
る
経
費
並
び

に
学
校
給
食
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
義
務

教
育
諸
学
校
の
設
置
者
の
負
担
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
経
費
以
外
の
学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
（
以
下
「
学
校

給
食
費
」
と
い
う
。
）
は
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
学
校
教

育
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
の
負
担
と
す
る
。 

    

〔
新
設
〕 

      
（
国
の
補
助
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

国
は
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

の
設
置
者
が
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
学
校
教
育
法
第
十
六

条
に
規
定
す
る
保
護
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）



 

三 

         

（
経
費
の
負
担
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
三
条 

国
立
及
び
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
費
は
、

当
分
の
間
、
学
校
給
食
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
保
護
者
の
負
担
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。 

  

（
交
付
金
及
び
補
助
金
の
返
還
等
） 

第
十
四
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
の

交
付
を
や
め
、
又
は
既
に
交
付
し
た
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
を
返
還
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

で
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
要
保
護
者
（
そ
の
児
童
又
は
生
徒
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
教
育
扶
助
で
学
校
給
食
費
に
関
す
る
も
の
が
行
わ
れ
て
い
る
場

合
の
保
護
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
学
校
給
食
費

の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
設
置
者
に
対
し
、
当
分
の

間
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
に

要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

〔
新
設
〕 

     

（
補
助
金
の
返
還
等
） 

第
十
三
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
の
決
定

を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
補
助
金
の
交

付
を
や
め
、
又
は
既
に
交
付
し
た
補
助
金
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

   

一
～
三 

〔
略
〕 



  

四 

 
四 

交
付
金
又
は
補
助
金
の
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 
虚
偽
の
方
法
に
よ
つ
て
交
付
金
又
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
又
は
受
け

よ
う
と
し
た
と
き
。 

 

 
 

 

第
五
章 

雑
則 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
五
条 

〔
略
〕 

 

 

四 

補
助
金
の
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 

虚
偽
の
方
法
に
よ
つ
て
補
助
金
の
交
付
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し

た
と
き
。 

  
 

 

〔
新
設
〕 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
十
四
条 

〔
略
〕 

 

 
 

  
 



 

五 

○ 

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
） 

第
十
条 

地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
で
あ
つ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

義
務
教
育
諸
学
校
の
学
校
給
食
費 

三
～
三
十
五 

〔
略
〕 

 

（
国
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
務
に
要
す
る
経
費
） 

第
十
条 

地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

務
で
あ
つ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係
が
あ
る
事
務
の
う

ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を

負
担
す
る
必
要
が
あ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費

の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

削
除 

三
～
三
十
五 

〔
略
〕 

 

 
 

  
 



  

六 

○ 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
学
校
教
育
法
の
特
例
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２
～

 

〔
略
〕 

 

学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 
〔
略
〕 

〔
略
〕 

学

校

給

食

法

（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
六

十
号
） 

第
十
二
条 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者
（
構
造
改

革
特
別
区
域
法

（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
十
二

条
第
二
項
に
規

定
す
る
学
校
設

置

会

社

を

除

く
。
） 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

（
学
校
教
育
法
の
特
例
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２
～

 

〔
略
〕 

 

学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

学

校

給

食

法

（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
六

十
号
） 

第
十
二
条
第
一

項 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者
（
構
造
改

革
特
別
区
域
法

（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
十
二

条
第
二
項
に
規

定
す
る
学
校
設

置

会

社

を

除

く
。
） 

〔
略
〕 
〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 



 

七 

・
 

〔
略
〕 

 

第
十
三
条 
〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

学
校
設
置
非
営
利
法
人
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 
〔
略
〕 

〔
略
〕 

学
校
給
食
法 

第
十
二
条 
私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者
（
構
造
改
革

特
別
区
域
法
（
平

成
十
四
年
法
律

第
百
八
十
九
号
）

第
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る

学
校
設
置
非
営

利

法

人

を

除

く
。
） 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

・

 

〔
略
〕 

 

第
十
三
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

学
校
設
置
非
営
利
法
人
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

学
校
給
食
法 

第
十
二
条
第
一

項 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者 

私
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
の
設

置
者
（
構
造
改
革

特
別
区
域
法
（
平

成
十
四
年
法
律

第
百
八
十
九
号
）

第
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る

学
校
設
置
非
営

利

法

人

を

除

く
。
） 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 



  

八 

５ 
〔
略
〕 

 

５ 

〔
略
〕 

 

 
 

 


